
長岡京市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱 

 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、地震発生時における木造住宅の倒壊等による災害防止を

図るため、予算の範囲内において、木造住宅の所有者等からの申請に基づき、

当該木造住宅の耐震改修等に要する費用の一部を補助することにより、その

実施を促進し、もって震災に強いまちづくりを推進することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

(1) 木造住宅  

木造の建築物で、住宅の用途に供するものをいう。 

(2) 耐震診断  

一般財団法人日本建築防災協会が定めた「木造住宅の耐震診断と補強方

法」に定める一般診断法又は精密診断法により地震に対する安全性を評

価することをいう。 

(3) 耐震改修  

耐震診断の結果、評点が１．０未満と診断された木造住宅に対して行う 

耐震改修工事又は耐震改修設計（耐震改修工事と併せて実施する場合に

限る。）で、評点を１．０以上（建築物の構造上、居住性が著しく悪化

する場合にあっては０．７以上）に耐震性を向上させるものをいう。 

(4) 簡易耐震改修 

    木造住宅（耐震改修を実施した木造住宅を除く。）に対して行う耐震改

修の設計及び工事で、簡易な改修の方法により耐震性を向上させるもの

（京都府木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱（平成１９年京都府

告示第４７４号）に規定する簡易耐震改修）をいう。 

(5) 耐震シェルター設置 

木造住宅（耐震改修又は簡易耐震改修を実施した木造住宅を除く。）の

居住者の生命を守る目的で建築物内に装置（京都府知事が必要な構造耐

力を有するものとして認めたものに限る。）を設置すること（京都府木

造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱に規定する耐震シェルター設置）

をいう。 

(6) 所有者等 

木造住宅の所有者又は賃借人その他権原に基づき当該住宅に居住する者

(居住予定者を含む。) をいう。ただし、法人を除く。 

 



（補助対象） 

第３条 補助金の交付の対象となる耐震改修及び耐震シェルター設置は、次の

各号に掲げる要件のいずれにも該当する木造住宅に対して行う耐震改修又は

耐震シェルター設置とする。 

（1）昭和５６年５月３１日以前に着工され完成しているもの 

 (2) 長岡京市建築物耐震改修促進計画に記載されている住宅の耐震化促進区

域に建築されているもの 

(3) 住宅以外の用途を兼ねるものについては、住宅の用途に供する部分の床面

積が当該建築物の床面積の２分の１以上であるもの 

(4) 国、京都府その他の公共機関から耐震改修に関するこの要綱以外の補助金

の交付を受けていないこと。 

(5) 国、地方公共団体その他の公共機関が、建築物の全部又は一部を所有又は

区分所有していないこと。 

２ 補助金の交付の対象となる簡易耐震改修は、次の各号に掲げる要件のいず

れにも該当する木造住宅に対して行う簡易耐震改修とする。 

(1) 次のいずれかに該当する木造住宅であること。 

  ア 昭和５６年５月３１日以前に着工され完成しているもの 

   イ 地震（京都府木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱に規定する京都

府知事が別に定めるものに限る。）による被害を受けたことについて、

災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第９０条の２第１項に規

定する罹災証明書により証明されていること。 

 (2) 次のいずれかに該当する簡易耐震改修であること。 

  ア 耐震診断の結果評点が１．０未満と診断された木造住宅の改修であるこ

と。 

  イ 事前に耐震診断を行わない場合は、前号イの罹災証明書が交付された木

造住宅の改修であること。 

 (3) 長岡京市建築物耐震改修促進計画に記載されている住宅の耐震化促進区

域に建築されているもの 

(4) 住宅以外の用途を兼ねるものについては、住宅の用途に供する部分の床面

積が当該建築物の床面積の２分の１以上であるもの 

(5) 国、京都府その他の公共機関から耐震改修に関するこの要綱以外の補助金

の交付を受けていないこと。 

(6) 国、地方公共団体その他の公共機関が、建築物の全部又は一部を所有又は

区分所有していないこと。 

 

（補助対象者及び補助要件） 

第４条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）

は、補助金の交付の対象となる木造住宅の所有者等とする。 



２ 補助対象者は、本市に納付すべき市税を完納している者でなければならな

い。 

３ 耐震改修における設計及び監理については、建築士法（昭和２５年法律第

２０２号）に規定する建築士事務所等と契約し、その建築士事務所に所属す

る建築士に対し、耐震改修の設計及び監理を依頼するものとする。 

 

（補助金の交付額等） 

第５条 補助金の交付額は、耐震改修工事又は耐震改修設計（耐震改修工事と

併せて実施する場合に限る。）に係る費用（耐震判定機関（建築物の耐震改

修又は簡易耐震改修の計画に関する判定及び評価を行うことができる機関を

いう。以下同じ。）による判定に要する経費を除く。）の５分の４の額（耐

震改修にあっては当該額が１００万円を超える場合は１００万円、第３条第

２項第２号アの簡易耐震改修にあっては当該額が４０万円を超える場合は４

０万円、第３条第２項第２号イの簡易耐震改修にあっては当該簡易耐震改修

に要する費用の４分の３の額（当該額が３０万円を超える場合は３０万円）、

耐震シェルター設置にあっては設置に要する費用の４分の３の額（当該額が

３０万円を超える場合は３０万円））とする。ただし、当該木造住宅におい

て当該耐震改修（以下｢今回改修｣という。）前に補助金の交付を受けて実施

した簡易耐震改修（以下「従前簡易改修」という。）がある場合は、今回改

修に要する又は要した費用（耐震判定機関による判定に要する経費を除く。）

の５分の４の額（当該額が１００万円を超える場合は１００万円）と１００

万円から従前簡易改修に要した費用の５分の４の額（当該額が４０万円を超

える場合は４０万円）を減じた額を比較して、いずれか少ない方の額を限度

とする。 

２ 長屋建て住宅及び共同住宅については、全住戸の各所有者等により申請す

るものとし、各住戸の交付額は、前項の額を限度とする。 

３ 第１項の耐震改修に対する補助金の交付は１回に限るものとする。 

４ 簡易耐震改修に対する補助金の交付は１回に限るものとする。 

５ 第１項の耐震シェルター設置に対する補助金の交付は１回に限るものとし、

耐震シェルター設置を行った木造住宅に対しては、耐震改修及び簡易耐震改

修に係る補助金の交付はできないものとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、次

の書類のうち必要書類を添付して契約及び着工前に木造住宅耐震改修等事

業費補助金交付申請書（様式第１号）により、市長に申請しなければならな

い。 

(1) 耐震改修工事見積書 



(2) 設計監理見積書 

(3) 耐震診断結果報告書（写し） 

(4) 耐震補強計画書 

① 案内図及び平面図 

② 補強計画図その他補強方法を示す図書 

③ 耐震改修後の建物についての総合判定（建築士の記名及び捺印のあるも

のに限る。） 

(5) 耐震性が確実に向上すると考えられる改修計画書（簡易耐震改修のみ） 

(6) 市税の完納証明書等 

(7) 申請時木造住宅の賃借人その他権原に基づき当該住宅に居住する者であ

る場合は、当該住宅の所有者の同意書 

(8) 工事後の評点が０．７以上１．０未満の改修を行う場合は、その理由がわ

かる書類 

(9) 住宅の所有者と建築年が分かる書類 

(10) 建築士免許証（写し） 

(11) その他市長が必要と認める書類 

 

（補助金の交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、内容

を審査し、適正と認められるときは、補助金の交付を決定し、木造住宅耐震

改修等事業費補助金交付決定通知書（様式第２号） により当該申請者に通

知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による交付決定をする場合において必要があるときは、

補助金の交付について条件を付することができる。 

 

（事業の着手） 

第８条 前条の規定による補助金交付決定通知を受けた者（以下「補助決定者」

という。）は、その通知を受領後、速やかに耐震改修、簡易耐震改修又は耐震

シェルター設置（以下「補助事業」という。）に着手し、木造住宅耐震改修等

事業着手届（様式第３号）により、市長に届け出なければならない。 

 

（補助金交付申請の取下げ） 

第９条 補助決定者は、事情により補助事業を中止する場合においては、速や

かに木造住宅耐震改修等事業費補助金交付申請取下届（様式第４号）により、

市長に届け出なければならない。 

２ 前項の規定による補助金交付申請取下届の提出があったときは、当該補助

金の交付の決定はなかったものとみなす。 

 



（事業内容の変更） 

第１０条 補助決定者は、事情により補助事業の内容を変更するときは、速や

かに木造住宅耐震改修等事業費補助金交付変更申請書（様式第５号）により

市長に申請しなければならない。ただし、補助金額に変更が生じない変更内

容（軽微なものに限る。）については、変更内容が判断できる書類のみの提

出とし変更申請書の提出を必要としない。 

２ 市長は、前項の規定による変更申請があったときは、内容を審査し、変更

を承認したときは、木造住宅耐震改修等事業費補助金交付変更承認通知書（様

式第６号）により当該補助決定者に通知するものとする。 

 

（事業の遂行） 

第１１条 補助決定者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従

い、適切に補助事業を行い、当該年度末までに、全ての作業を完了しなければ

ならない。ただし、市長が特に認める場合については、この限りでない。 

 

（実績報告） 

第１２条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに次の書類を添

付して木造住宅耐震改修等事業完了実績報告書（様式第７号又は様式第７号の

２）により市長に報告しなければならない。 

(1) 改修後の木造住宅についての耐震補強総合判定書（建築士の記名及び捺

印のあるもの） 

(2) 工事写真（施工箇所毎の施工前、施工中及び完了時が確認できる日付の

入ったもの） 

(3) 工事契約書及び領収書（写し） 

(4) 設計監理契約書及び領収書（写し） 

(5) 建築士免許証（写し） 

(6) その他市長が必要と認める書類 

 

（補助金の額の確定） 

第１３条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、その報

告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条

件に適合するものであるかどうかを調査確認し、適合すると認めたときは、

交付すべき補助金の額を確定し、木造住宅耐震改修等事業費補助金交付確定

通知書（様式第８号）により当該補助決定者に通知しなければならない。 

 

（補助金の請求） 

第１４条 前条の規定による補助金の額の確定通知を受けた補助決定者は、木

造住宅耐震改修等事業費補助金交付請求書（様式第９号）を市長に提出し、

補助金交付の請求をするものとする。 



 ２ 前項に定めるもののほか、補助決定者は、前条の規定により通知を受け

た補助金の請求及び受領を工事業者に委任する方法(以下「代理受領」とい

う。)により行うことができる。ただし、補助決定者が、当該事業に係る補

助事業の総事業費のうち自己の負担に係る金額を超える額を工事業者に支

払っている場合は、代理受領を行うことができないものとする。 

３ 代理受領により補助金の交付を受けようとする者は、前条の規定による補

助金の額の確定後に、木造住宅耐震改修等事業費補助金支払請求書(代理受

領)(様式第９号の２)に補助金の請求及び受領に関する委任状(様式第９号の

３)を添えて、市長に提出しなければならない。 

４ 市長は、前項の請求があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と

認めたときは、当該請求を行った者に補助金を交付するものとする。 

５ 前項の規定による交付があったときは、補助決定者に対し補助金の交付が

あったものとみなす。 

 

（補助金の交付） 

第１５条 市長は、前条の規定により補助金交付請求書の提出があったときは、

補助金を交付するものとする。 

 

（交付決定の取消し） 

第１６条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助

金の交付決定の一部又は全部を取り消すことができる。第１３条の規定によ

る確定通知を行った後においても同様とする。 

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。 

(2) 補助金を耐震改修以外の用途に使用したとき。 

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。 

２ 市長は、前項の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消したときは、木

造住宅耐震改修等事業費補助金交付決定取消通知書（様式第１０号）により

当該補助決定者に対し通知しなければならない。 

 

（補助金の返還） 

第１７条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消

しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、木造住宅耐震改

修等事業費補助金返還命令書（様式第１１号）により期限を定めてその返還

を命ずることができる。 

 

（延滞金） 

第１８条 市長は、前条の場合において、補助金の返還が納期限までに納付さ

れなかったときは、当該補助決定者に対し、長岡京市補助金等交付規則（昭

和５７年長岡京市規則第８号）第１５条の規定を適用するものとする。 



 

（その他） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附 則  

 この要綱は、平成１９年７月１日から施行する。 

附 則  

この要綱は、平成２０年６月１日から施行する。 

附 則  

１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

２ 第２条第３号中「１．０（建築物の構造上、居住性が著しく悪化する場合

にあっては、０．７）」とあるのは、当分の間、「０．７」と読み替えるも

のとする。 

附 則 

この要綱は、平成２２年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年１２月１４日から施行し、平成２２年度分の補助金か

ら適用する。 

附 則 

１ この要綱は、平成２３年１０月１日から施行する。 

２ 第２条第３号中「１．０以上（建築物の構造上、居住性が著しく悪化する

場合にあっては、０．７以上）に耐震性を向上させるもの」とあるのは、令和

７年度分の補助金まで、「０．７以上に向上させるもの」と読み替えるものと

する。 

３ 改正後の第５条の規定は、施行日前に第７条の規定による交付決定をした

場合については、なお従前の例による。 

附 則 

 この要綱は、平成２４年７月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２７年４月 1日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、この要綱による改正前の長岡京市木造住宅耐震改修

等事業費補助金交付要綱に規定する様式各号によりなされた手続きは、当分

の間、所要の修正を加え、この要綱に定める相当の様式によりなされた手続

きとみなす。 

附 則 

 この要綱は、平成２８年１月１日から施行する。 

附 則 



 この要綱は、平成２８年１０月１日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成３０年７月２７日から施行し、改正後の長岡京市木造住

宅耐震改修等事業費補助金交付要綱の規定は、平成３０年度分の補助金から

適用する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正前の長岡京市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要

綱（以下「旧要綱」という。）第２条第４号に規定する簡易耐震改修又は同条

第５号に規定する耐震シェルター設置を平成３０年４月１日前に実施した木

造住宅に係るこの要綱による改正後の長岡京市木造住宅耐震改修等事業費補

助金交付要綱（以下「新要綱」という。）の規定の適用については、なお従前

の例による。 

３ 旧要綱第２条第４号に規定する簡易耐震改修を平成３０年４月１日前に実

施した木造住宅に係る耐震改修については、社会資本整備総合交付金交付要

綱（平成２２年３月２６日付け国官会第２３１７号）第６第２号ロに規定す

る効果促進事業として実施し、その適用については平成３２年度分までの補

助金に限る。この場合において、補助基本額については、新要綱第５条第１

項の規定にかかわらず、附則別表に定めるとおりとする。 

附則別表（附則第３項関係） 

補助基本額 

 耐震改修が実施される１の木造住宅につき、今回改修に要する又は要した

経費の４分の３の額（当該額が９０万円を超える場合は９０万円）と９０万

円から従前簡易改修に要した費用の４分の３の額（当該額が３０万円を超え

る場合は３０万円）を減じた額を比較して、いずれか少ない方の額を限度と

する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成３０年８月３１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後の長岡京市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要

綱（以下「新要綱」という。）第３条第２項第２号イに規定する簡易耐震改修

を実施した木造住宅に係る耐震改修については、社会資本整備総合交付金交

付要綱（平成２２年３月２６日付け国官会第２３１７号）第６第２号ロに規

定する効果促進事業として実施し、その適用については平成３２年度分まで

の補助金に限る。この場合において、補助額については、新要綱第５条第１

項の規定にかかわらず、附則別表に定めるとおりとする。 

附則別表（附則第２項関係） 



補助額 

 耐震改修が実施される１の木造住宅につき、今回改修に要する又は要した

経費の４分の３の額（当該額が９０万円を超える場合は９０万円）と９０万

円から従前簡易改修に要した費用の４分の３の額（当該額が３０万円を超え

る場合は３０万円）を減じた額を比較して、いずれか少ない方の額を限度と

する。 

   附 則 

この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和２年２月３日から施行し、令和元年度分の補助金から適

用する。 

 （経過措置） 

２ 社会資本整備総合交付金交付要綱（平成２２年３月２６日付け国官会第２

３１７号）第６第２号ロに規定する効果促進事業として実施する第３条第２

項第２号イに規定する簡易耐震改修を実施した木造住宅に係る耐震改修に係

るこの要綱による改正後の長岡京市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要

綱（以下「新要綱」という。）の適用については令和２年度分までの補助金に

限り、新要綱第２条第２号中「精密診断法」とあるのは「精密診断法（時刻

歴応答計算による方法を除く。）」とする。この場合において、補助額につい

ては、新要綱第５条第１項の規定にかかわらず、附則別表に定めるとおりと

する。 

附則別表（附則第２項関係） 

補助額 

 耐震改修が実施される１の木造住宅につき、今回改修に要する又は要した

経費の４分の３の額（当該額が９０万円を超える場合は９０万円）と９０万

円から従前簡易改修に要した費用の４分の３の額（当該額が３０万円を超え

る場合は３０万円）を減じた額を比較して、いずれか少ない方の額を限度と

する。 

  附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

  附 則 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 第５条第３項中「１回に限るものとする。」とあるのは、令和７年度分ま

での補助金においては、「１回に限るものとする。ただし、補助金の交付を

受けて耐震改修（改修後の評点が１．０未満の場合に限る。）を実施した一

の木造住宅の評点を１．０以上に向上させる場合はこの限りではない。」と

読み替えるものとする。 



３ 第５条第５項中「耐震改修及び簡易耐震改修」とあるのは、令和７年度分

までの補助金においては、「簡易耐震改修」と読み替えるものとする。 

４ 令和７年度分までの補助金に限り、耐震改修（改修後の評点が１．０未満

の場合を除く。）に係る補助金の交付額は、第５条第１項及び第２項の規定

にかかわらず、１５０万円とする。ただし、耐震改修工事又は耐震改修設計

（耐震改修工事と併せて実施する場合に限る。）に係る費用（耐震判定機関

による判定に要する経費を除く。）の額が１５０万円に満たない金額である

場合は、その金額を上限とする。 

５ 前項の規定は、第５条第１項の従前簡易改修がある場合の限度についても

準用する。 

  附 則 

この要綱は、令和６年８月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号(第６条関係) 

年  月  日  

 

 長岡京市長 様 

                  申請者              

                   住 所            

                   氏 名             

電話番号           

    

木造住宅耐震改修等事業費補助金交付申請書 

  

長岡京市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱第６条の規定に基づき、

耐震改修を行いたいので、下記のとおり申請します。 

 なお、補助金交付の審査のため、市が住民基本台帳、固定資産課税台帳、建

築確認申請等について照会を行うことに同意します。 

 

記 

1 住宅の概要 

1) 住宅の所在地 長岡京市 

2) 住宅の種類 専用住宅・(    )併用住宅 

3) 建築年次 年 月着工 ～    年 月完成 

4) 階数 階建 

5) 延べ面積 m2 

6) 併用住宅の住宅以外の面積 m2 

7) 住宅の所有者  

2 工事費等 

1) 予定工期 年 月 日 ～   年 月 日 

2) 設計監理費 円 

3) 耐震に係る工事費 円 

4) 補助対象費合計(2+3) 円 

5) その他リフォーム等の補

助対象外費用 

円 

6) 総合計(4+5) 円 

7) 補助申請額 円 

8) ※簡易耐震改修の方法 

（京都府建設交通部長通知） 

(１） (２)  (３)  (４)  (５) 

(６） (７)  (８)  (９)  (10) 

 



※ 添付書類(次のうち必要書類に限る) 

⑴ 耐震改修工事見積書 

⑵ 設計監理見積書 

⑶ 耐震診断結果報告書（写し） 

⑷ 耐震補強計画書 

  ① 案内図及び平面図 

  ② 補強計画図その他補強方法を示す図書 

  ③ 耐震改修後の建物についての総合判定書(建築士の記名及び捺印のあ

るものに限る。) 

 ⑸ 耐震性が確実に向上すると考えられる改修計画書（簡易耐震改修のみ） 

⑹ 市税の完納証明書等 

 ⑺ 申請時木造住宅の賃借人その他権原に基づき当該住宅に居住する者であ

る場合は、当該住宅の所有者の同意書 

 ⑻ 住宅の所有者と建築年が分かる書類 

⑼ 建築士の免許証（写し） 

⑽ その他市長が必要と認める書類 



様式第２号(第７条関係) 

第     号  

年  月  日  

 

         様 

長岡京市長 

 

 

木造住宅耐震改修等事業費補助金交付決定通知書 

 

   年  月  日付けで申請のありました木造住宅耐震改修等事業費補助

金交付申請書を審査したところ、適正と認められるので、長岡京市木造住宅耐

震改修等事業費補助金交付要綱第７条第１項の規定により、下記のとおり交付

を決定したので通知します。 

 

記 

 

 

 ⑴ 申請者は、補助金の収支に関する帳簿を備えるとともに、領収書等の関

係書類を整理しなければならない。 

 ⑵ 帳簿及び領収書等関係書類は、補助金の交付を受けた年度終了後５年間

は保管しなければならない。 

1 交付決定額              円 

2 住宅の所在地 長岡京市 

3 住宅の種類 専用住宅・（    ）併用住宅 

4 その他 補助金交付申請書のとおり 



様式第３号(第８条関係) 

 

年  月  日  

長岡京市長 様 

 

 

     住 所             

     氏 名             ㊞ 

              電話番号                

 

 

木造住宅耐震改修等事業着手届 

 

 

     年  月  日付け    第  号により補助金交付決定の通知

を受けた木造住宅耐震改修事業を下記のとおり着手したので、長岡京市木造住

宅耐震改修等事業費補助金交付要綱第８条の規定により届け出ます。 

 

 

記 

 

 

 

1 住宅の所在地 

 

長岡京市 

 

2 住宅の種類 

 

専用住宅・（    ）併用住宅 

 

3 着手年月日 年  月  日 

 



様式第４号(第９条関係) 

年  月  日  

  

長岡京市長 様 

 

 

住 所      

氏 名             

電話番号           

 

 

木造住宅耐震改修等事業費補助金交付申請取下届 

 

 

     年  月  日付け    第  号の補助金交付決定通知に係る

木造住宅耐震改修事業を下記の理由により実施しないので、長岡京市木造住宅

耐震改修等事業費補助金交付要綱第９条の規定により補助金交付申請の取下げ

を届け出ます。 

 

記 

 

1 交付決定額              円 

2 住宅の所在地 長岡京市 

3 住宅の種類 専用住宅・（     ）併用住宅 

4 取下げの理由 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号(第１０条関係) 

年  月  日  

長岡京市長 様 

 

 

住 所 

氏 名             

                 電話番号 

 

木造住宅耐震改修等事業費補助金交付変更申請書 

 

     年  月  日付け    第  号により補助金交付決定の通知

を受けた木造住宅耐震改修事業の内容を下記のとおり変更したいので、長岡京

市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱第１０条第１項の規定により申請

します。 

 

記 

 

1 住宅の所在地 長岡京市 

2 住宅の種類 専用住宅・（     ）併用住宅 

3 変更事項 

 1) 

 

 

施工箇所及び施工方法の変更 

 

 

 2) 

 

 

補助金額の変更 

 

 

 3) 

 

 

その他 

 

 

※ 添付書類 

   ・ 耐震改修工事見積書 

   ・ 変更耐震改修計画書(補強前後の平面図) 

   ・ その他変更内容が判断できる書類 



様式第６号(第１０条関係) 

 

    第     号  

年  月  日  

 

          様 

 

長岡京市長 

 

木造住宅耐震改修等事業費補助金交付変更承認通知書 

 

   年  月  日付けで申請のありました木造住宅耐震改修等事業費補助

金交付変更について、下記のとおり承認しましたので通知します。 

 

記 

 

1 住宅の所在地 長岡京市 

2 住宅の種類 専用住宅・（     ）併用住宅 

3 変更事項 

 1) 

 

 

施工箇所及び施工方法の変更 

 

 

 2) 

 

 

補助金額の変更 

 

 

 3) 

 

 

その他 

 

 



様式第７号(第１２条関係) 

 

年  月  日  

長岡京市長 様 

 

住 所              

氏 名                  

電話番号              

 

 

木造住宅耐震改修等事業完了実績報告書 

 

     年  月  日付け    第   号により補助金交付決定の通

知を受けた木造住宅耐震改修事業を下記のとおり完了したので、長岡京市木造

住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱第１２条の規定により報告します。 

 

記 
 

 

1 住宅の所在地 長岡京市 

2 住宅の種類 専用住宅・（     ）併用住宅 

3 完了年月日 年  月  日 

4 添付書類 

1)改修後の木造住宅についての耐震補強総合判

定書（建築士の記名及び捺印のあるもの） 

2)工事写真(施工箇所毎の施工前、施工中及び完

了時が確認できる日付の入ったもの)  

3)工事契約書及び領収書（写し） 

4)設計監理契約書及び領収書（写し） 

5)建築士免許証（写し） 

6)その他市長が必要と認める書類 

耐震性能の確認 

 

 本件の木造住宅耐震改修事業は、耐震補強計画に基づき工事が完成され

たことを確認し、補強後の耐震評点が   以上であることを証します。 

 

 

工事監理者等 氏名              ㊞ 

 

 

 



様式第７号の２(第１２条関係) 

 

年  月  日  

長岡京市長 様 

 

住 所              

氏 名                  

電話番号              

 

 

木造住宅耐震改修等事業完了実績報告書 

 

     年  月  日付け    第   号により補助金交付決定の通

知を受けた木造住宅簡易耐震改修事業又は木造住宅耐震シェルター設置事業を

下記のとおり完了したので、長岡京市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要

綱第１２条の規定により報告します。 

 

記 
 

 

1 住宅の所在地 長岡京市 

2 住宅の種類 専用住宅・（     ）併用住宅 

3 完了年月日 年  月  日 

4 添付書類 

 

1) 工事写真(施工箇所毎の施工前、施工中及び完

了時が確認できる日付の入ったもの)  

 

2) 工事契約書及び領収書（写し） 

 

3)その他、市長が必要と認める書類 

耐震性能の確認 

 

 本件の木造住宅簡易耐震改修事業又は木造住宅耐震シェルター設置事業

は、耐震補強計画に基づき工事が完成したことを証します。 

 

 

工事請負者等 氏名              ㊞ 

 



(別紙) 

 

年  月  日  

長岡京市長 様 

 

     住 所             

     氏 名             ㊞ 

              電話番号                

 

 

木造住宅耐震改修等事業完了届 

 

 

  年  月  日付け 長岡京市指令建住第  号により補助金交付決定

の通知を受けた木造住宅耐震改修等事業を下記のとおり完了したので、届け出

ます。 

 

 

記 

 

 

 

1 住宅の所在地 

 

 

 

2 住宅の種類 

 

専用住宅・（    ）併用住宅 

 

3 完了年月日 年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第８号(第１３条関係) 

    第     号  

年  月  日  

        様 

 

長岡京市長   

          

 

木造住宅耐震改修等事業費補助金交付確定通知書 

 

 

     年  月  日付け    第  号で決定した補助金の交付につ

いて、下記のとおり確定したので、長岡京市木造住宅耐震改修等事業費補助金

交付要綱第１３条の規定により通知します。 

 

 

記 

 

 

1 住宅の所在地 長岡京市 

2 住宅の種類 専用住宅・（     ）併用住宅 

3 交付決定額             円 

4 
補助金の額の確定

額 
            円 

 



様式第９号(第１４条関係) 

年  月  日  

長岡京市長 様 

 

      住 所 

氏 名                    

電話番号          

 

木造住宅耐震改修等事業費補助金交付請求書 

 

年  月  日付け    第  号の確定通知に係る木造住宅耐

震改修等事業費補助金について、長岡京市木造住宅耐震改修等事業費補助金交

付要綱第１４条の規定により、下記のとおり補助金を請求します。 

 

記 

 

1 住宅の所在地 長岡京市 

2 住宅の種類 専用住宅・（     ）併用住宅 

3 支払請求額                            円 

4 振込先 

金融機関名 

預金の種類       普通・当座 

口座番号 

フリガナ 

口座名義人 

 

※ 添付書類 木造住宅耐震改修等事業費補助金交付確定通知書（写し） 

 

 



様式第９号の２(第１４条関係) 

年  月  日  

長岡京市長 様 

 

      住 所 

氏 名                    

電話番号          

 

木造住宅耐震改修等事業費補助金交付請求書（代理受領） 

 

年  月  日付け    第  号の確定通知に係る木造住宅耐

震改修等事業費補助金について、長岡京市木造住宅耐震改修等事業費補助金交

付要綱第１４条第３項の規定により、下記のとおり補助金を請求します。 

 

記 

 

1 住宅の所在地 長岡京市 

2 住宅の種類 専用住宅・（     ）併用住宅 

3 支払請求額                            円 

4 振込先 

金融機関名 

預金の種類       普通・当座 

口座番号 

フリガナ 

口座名義人 

 

※ 添付書類 木造住宅耐震改修等事業費補助金交付確定通知書（写し） 

 

 



様式第９号の３（第１４条関係） 

年  月  日  

 

長岡京市長 様 

 

 

補助金の請求及び受領に関する委任状 

 

 

 

     年  月  日付け   第  号の確定通知に係る木造住宅耐震

改修等事業費補助金について、長岡京市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付

要綱第１４条第３項の規定により、補助金の請求及び受領を下記のとおり委任

します。 

 

 

記 

 

 

 

 委任者（申請者） 

    住 所        

 

    氏 名       ㊞  

 

 受任者（工事業者） 

    所在地        

 

    会社名        

 

    代表者       ㊞  

 

 委任する補助金額 

    金       円  



様式第１０号(第１６条関係) 

 

第     号  

年  月  日  

 

         様 

 

                 長岡京市長   

 

 

木造住宅耐震改修等事業費補助金交付決定取消通知書 

 

年  月  日付け    第   号の交付通知に係る木造住宅

耐震改修等事業費補助金の交付について、長岡京市木造住宅耐震改修等事業費

補助金交付要綱第１６条第１項第 号の規定に基づき、同条第２項の規定によ

り、下記のとおり一部・全部の取消しを決定したので通知します。 

 

記 

 

1 住宅の所在地 長岡京市 

2 住宅の種類 専用住宅・（     ）併用住宅 

3 交付決定額           円 

4 一部・全部取消額           円 

５ 取消しの理由  



様式第１１号(第１７条関係) 

年  月  日  

 様 

 

長岡京市長 

          

 

木造住宅耐震改修等事業費補助金返還命令書 

 

 

     年  月  日付け    第  号で補助金の額の確定を通知し

た事業の補助金については、下記のとおり補助金の返還を命ずる。 

 

 

記 

 

 

1 住宅の所在地 長岡京市 

2 住宅の種類  

3 返還金額              円 

４ 返還期限     年  月  日まで 

 

 

 

 


